


































要約:今日の家庭の育児機能の実態からみて、多角的な育児支援の充実が必要であることは

いうまでもない。特に育児不安や育児に慣れていないために多くの誤りのある育児を行な

っている例も見られ、このような育児によって育てられる乳幼児の健康や発育発達に障害

の発生の危険性がないとはいえない。このような事例を、適切な育児の方向に導くために

何らかの措置が講じられることが望ましい。 

この見地に立ち、1 歳 6 ヵ月児童健診の事後措置としての事業を展開すべく研究を行なっ

てきた。すなわち、上記のような事例を対象として「母と子の遊び」を介して問題の改善

を図ろうとするものであり、これまでの二年間の研究において導き出された成果に基づい

て、今年度はその事業実施のためのマニュアル作成にむけての検討を行なった。さらに、

事業の評価を事業実施地域において行ない、事業の運営の指標とすべき項目を示すことが

できた。 


